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新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急支援【第四弾】 

～令和３年度 中井町一般会計等補正予算（第３号）について～ 

 

 

 昨年４月に発令された、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を

受け、地域経済や住民の生活を迅速かつ的確に支援していくため、昨年度３回にわたり町

独自の緊急支援策をとりまとめ、地域に根ざしたきめ細やかな支援に取り組んできました。 

本年３月２１日に２度目となる緊急事態宣言が解除された後も、段階的な社会・経済活

動の再開に向けた動きに合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染者数は度々増加傾向に

転じ、県内ではまん延防止等重点措置が継続されるなど予断を許さない状況にあります。 

町民生活の安全・安心の確保を最優先とし、迅速な対応を図るため、今年度交付予定の

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した継続的な支援を実施するた

め、本町独自の緊急支援策（第四弾）に係る関連予算を計上しました。 

 

 

補正予算の概要 

 今回の補正予算では、関連予算として、一般会計で２，９０５万９千円を計上しました。 

これにより、新型コロナウイルス感染症に係る本町独自の緊急支援策に関連する予算は、

当初予算並びに５月及び６月に行った補正予算と合わせて、一般会計で総額６，６１３万

５千円を計上しました。 

 
 

◆ 本町独自の緊急支援策 

《地域経済を支えるための中小企業等に対する緊急支援》（総額１６，４４４千円） 

 

  

 

 

○ 中小企業振興融資の拡充 １０，９４４千円 

（当初予算５，２６０千円＋６月補正予算５，６８４千円） 
   

 現行の中小企業振興融資制度に加え、売上の減額に伴う緊急支援枠を設け、20％以 

上の減収があった事業者に対し、上限1,000万円の融資に係る利子について３年間 100% 

の補助を行います。 

 

○ 中小企業信用保証料補助制度の拡充 ５，５００千円（６月補正予算） 
 

   経営状況の悪化に備えた町内事業者の資金借り入れに対応するため、中小企業振興 

融資の拡充と合わせ、融資に係る信用保証料の補助額の上限を現行の 5万円から 50万 

円に引き上げます。 

新型コロナ感染症の影響により、経営状態の悪化した中堅・中小企業及び個人事業主 

を対象として、経済的な支援を行い、地域経済のセーフティネットの強化を継続します。 
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《社会・経済活動の継続に向けた支援》（総額１１，３８７千円） 

 

 

 

 

 

○ 水道料金減免の実施 １０,８００千円※（７月補正予算） 
 

   新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を踏まえ、町民の生活や事業者の経 

済活動を支援するため、全ての水道使用者を対象に水道基本料金４か月分を免除しま 

す。 

※一般会計から水道事業会計への補助金を基に水道事業会計にて実施します。 

 

 ○ その他の取組 ５８７千円（７月補正予算） 

・小中学校の修学旅行キャンセル料金補助金交付事業 

 

 

《町民生活を守るための町独自の緊急支援策》（総額３８，３０４千円） 

 

 

 

 

 

○ 公共施設等の感染症対策の徹底 ３１，２４８千円 

           （当初予算１３，５７６千円＋７月補正予算１７，６７２千円） 
 

町民の生活を新型コロナウイルスから守るため、井ノ口公民館や公園施設等の公共

施設において、感染リスクの低減を図ることを目的として、トイレの洋式化や手洗い

場の一部自動水栓化等により飛沫感染防止対策を行います。 

   また、小中学校については、特別教室等にエアコンを設置し、年間を通じて分散し 

て学習活動が行える環境整備を行います。 

 

○ ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＴＣ支援員のサポート ５，９０５千円（当初予算） 
 

コロナ禍において、小中学校のＩＣＴ教育の推進と全児童・生徒の学びを保障でき

る環境を充実するため、授業や校務のサポートとして、教員等が日常的にＩＣＴを使

用できるよう、ＩＣＴ支援員を配置します。 

 

 ○ 感染症拡大防止に向けた取組の強化 １，１５１千円（当初予算） 
 
   町民の生活を新型コロナウイルスから守ることを目的として、町内公共施設での感 

染症予防対策として、消毒液やゴム手袋等を購入し、継続的に衛生環境の維持を図り 

ます。 

 

町民生活の安全・安心の確保を最優先として、地域に根ざした新型コロナウイルス感染

症対策を引き続き行うとともに、より強靭な環境への変革を進め、新しい生活様式への適

応を図ります。 

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う、日常生活の制限などの影響により、新たな

経済的な負担や、対応を求められている個人や事業者に対する支援を行うことで、地域に

おける社会・経済活動の継続を促進します。 



補正予算に係る財源 

○ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ４１，２６０千円 

 ○ 一般財源 ２４，８７５千円 

 

 

◆ 国の感染症対策に伴う事業（総額８４，２７４千円） 

 

 

 

 

 

 ○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備 ７６，６１２千円（５月補正予算） 
 

本年５月より本格的に開始されたワクチンの接種体制を整備するため、接種会場や 

スタッフの運営、接種券の発行・発送等の必要な対応を行います。 

 

○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 ７，６６２千円（６月補正予算） 
 
  低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育 

て世帯生活支援特別給付金を支給します。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

（補正予算の概要について） 

総務課 財務班 ０４６５－８１－１１１１ 

 

 本町独自の緊急支援策に係る予算とは別に、国の主導のもと、町民に対する早期の予防

接種実施に向けた体制の整備を行うとともに、低所得の子育て世帯に対し実情を踏まえた

生活の支援を行い、安全で安心な町民生活を確保できる予算を計上しました。 


